
 

総合的な診療能力を持つ医師養成のためのリカレント教育推進事業  
実施団体公募要領  

 
 

１．総則  
  本要領は厚生労働省が総合的な診療能力を持つ医師養成の推進事業実施

要綱（以下「実施要綱」という。）により行う、総合的な診療能力を持つ

医師養成のためのリカレント教育推進事業（以下「本事業」という。）を

行う団体を公募により選定するための手続き等を定めるものである。  
 
２．事業の目的  
  実施要綱のⅡの１による。  
 
３．事業の内容  

  実施要綱のⅡの３による。  

 
４．事業の実施主体  

  実施要綱のⅡの２に規定するほか、リカレント教育の取組を広く普及さ

せるため、事業実施者の採択については、次の５点を中心に企画書の評価

結果等を総合的に判断するものとする。  
・研修者の発掘を行い、より多くの医師に当該事業への参画を促すこと。  
・総合診療に関する多分野の知識や診療のコツを学ぶことができるコンテ

ンツを効果的かつ網羅的に提供すること。  
・診療を行いながら経験を積むことができ、かつ、働きやすい研修の場

を、多様な地域で提供できる見込みがあること。  
・研修修了者の動向について、把握及び定期報告を行うこと。  
・医師偏在対策に向けた都道府県への協力を行うこと。  

 
５．事業の実施期間  

  選定日から令和９年３月３１日まで  
 

６．本事業に係る補助金の交付について  

  本事業の補助金については、予算の範囲内において交付するものとし、

厚生労働省所管補助金交付規則（平成 12 年  厚生省、労働省令第６号）の

規定によるほか、別に定める「医療施設運営費等補助金及び中毒情報基盤

整備事業費補助金交付要綱」に基づき、国庫補助を行うことができるもの

とする。  
 
 
 



 

７．応募団体に関する諸条件  

   本事業に応募する団体（以下「応募団体」という。）は、次の条件を

全て満たすものであることとする。  

 

 （１）本事業に関する会計処理等の事務処理を適切に実施できる能力を有

する団体であること。  
 （２）本事業を実施する上で必要な経営基盤を有し、資金等に管理能力を

有すること。  

 （３）日本国内に拠点を有していること。  
 （４）厚生労働省から補助金交付等停止、又は指名競争入札における指名

停止を受けている期間中でないこと。  
 （５）予算決算及び会計令（昭和 22 年４月 30 日勅令第 165 号）第 70 条

及び第 71 条の規定に該当しない者であること。  
 
８．応募方法等  

 （１）企画書の作成及び提出  
「総合的な診療能力を持つ医師養成のためのリカレント教育推進事業

応募申込書」（別紙様式１）とともに、以下の項目について具体的に記

載した、「総合的な診療能力を持つ医師養成のためのリカレント教育推

進事業企画書」（以下「企画書」という。）を作成し提出すること。  
 

【企画書記載項目】  
 ※用紙サイズはＡ４とし、①～⑤及び⑦の様式は任意とする  

①応募団体におけるリカレント教育推進の目的（考え方）  
②本事業の事業統括体制  
③本事業において研修を受ける医師の個人データ管理の体制  
④本事業に係る計画案（次の３つを含むもの）  

・実施要綱のⅡの３における（１）の具体的内容を含むもの  
・実施要綱のⅡの３における（２）の具体的内容を含むもの  
・実施要綱のⅡの３における（３）の具体的内容を含むもの  

⑤本事業に係る目標設定（参画見込みの医師数、研修の場の数等）  
⑥事業費の積算（別紙様式２による）  
⑦事業の実施に係る会計処理等の事務処理の実施体制  
⑧ワークライフ・バランス等の推進に関する認定の有無（別紙様式３に  

よる）  
なお、認定を受けている、及び届出をしている場合は、認定の対象と

する認定等を証する書類の写しを添付すること。  
・女性活躍推進法に基づく認定（えるぼし認定）に関する基準適合一  

般事業主認定通知書  
・女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定届  



 

・次世代法に基づく認定（くるみん認定及びプラチナくるみん認定）  
に関する基準適合一般事業主認定通知書  

・若者雇用促進法に基づく認定（ユースエール認定）に関する基準適  
合事業主認定通知書  

 
 （２）応募方法  

提出期間及び提出先等は以下のとおり。  
①  提出期間  

令和８年３月６日（金）～令和８年３月 23 日（月）※消印有効  
②提出先及び問い合わせ先  

提出先：〒 100-8916 東京都千代田区霞が関１－２－２  
厚生労働省医政局医事課医師臨床研修推進室あて  
※郵送する場合は、封筒の宛名面に「総合的な診療能力を

持つ医師養成のためのリカレント教育推進事業企画書在

中」と朱書きで記載すること。  
問い合わせ先：厚生労働省医政局医事課医師臨床研修推進室  

ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（内線４１２３）  
ＦＡＸ：０３－３５９１－９０７２  
※問い合わせは、平日の午前９時 30 分から午後５時 30 分（午  

後 12 時 15 分～午後 13 時 15 分を除く。）とする。  
③提出書類及び部数  

ア  総合的な診療能力を持つ医師養成のためのリカレント教育推進

事業応募申込書・・・・・・・・・１部  
イ  総合的な診療能力を持つ医師養成のためのリカレント教育推進

事業企画書・・・・・・・・・・・５部  
ウ  団体経歴（概要）、応募団体の活動が分かる資料・・・・・５部  

 
９．事業団体の選定について  

  厚生労働省医政局医事課において、応募団体が応募条件に該当する旨を

確認の上、医政局に設置する「総合的な診療能力を持つ医師養成のための

リカレント教育推進事業に係る企画書評価委員会」において、提出された

企画書等の評価（非公開）を行い、その評価結果に基づき実施団体を選定

する。  
なお、必要に応じ応募団体に対しヒアリングを実施する。（その場合は

予め応募団体へ日時等の連絡を行う。）  


